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資源エネルギー庁長官官房総務課 パブリックコメント担当宛 
第５次エネルギー基本計画策定に向けた意見の募集について 

 

氏名 一般社団法人 ＪＥＬＦ 

住所 愛知県名古屋市椿町 15 番 19 号 学校法人秋田学園名駅ビル 2 階 

電話番号 052-459-1753 

FAX 番号 052-459-1751 

電子メールアドレス jelf@green-justice.com 

意 見 

パリ協定と整合したエネルギー基本計画の策定を 

 

第１ 本パブリックコメントの骨子 

１ 原子力発電所の稼働，新増設を前提とするのではなく，原子力からの脱却を

前提とする計画とすべきである。 

２ 石炭火力発電からの脱却を明確に位置付けるべきである。 

３ ２０３０年の電力供給に占める再生可能エネルギーの割合を３０％以上に

引き上げるべきである。 

４ 省エネ対策の一層の強化及び野心的な炭素の価格付け政策を早急に導入す

るべきである。 

 

第２ 各論 

１ はじめに 

エネルギー基本計画の内容は，地球温暖化対策の観点から、脱炭素を目指すパ

リ協定と整合したものにするべきである。また，２０１１年３月１１日の福島第

一原発事故の経験から，原子力依存からの脱却も重要である。 

しかしながら、第５次エネルギー基本計画案は，「２０３０年のエネルギーミ

ックスの確実な実現」を目指すとし（12 頁），２０５０年に向けては，技術革新

等の不確実性，不透明性を強調して，「あらゆる選択肢の可能性を追求する野心

的なする複線シナリオ」を採用する（94 頁）としており，基本的に、原子力発電

と火力発電を「重要なベースロード電源」とする現行計画を踏襲したものとなっ

ている。 

かかる第５次エネルギー基本計画案は、以下の視点から，抜本的な見直しが必
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要である。 

 

２ 原子力発電について 

第５次エネルギー基本計画案では，原子力を「現状，実用段階にある脱炭素化

の選択肢」と位置付けた上で，「長期的なエネルギー需給の安定化に寄与するベ

ースロード電源」と記述し，「社会的信頼の回復」が２０５０年に向けての課題

であり，「人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手し，安全性・経済性・機動

性に優れた炉の追求，バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていく」

とし，原子力の依存度についても，「経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネ

ルギーの拡大を図る中で，可能な限り原発依存度を低減する」と言うにとどまり，

依存率を低減させるとの方向性は明確でない。 

  ２０１１年３月１１日の福島第一原発事故を経験した我が国では、原子力発電

所の稼働，新増設を前提とするのではなく，原子力からの脱却を前提とする計画

とすべきである。 

 

３ 石炭火力発電・脱炭素化政策について 

第５次エネルギー基本計画案では，石炭を「重要なベースロード電源」かつ「活

用していくエネルギー源」とし，国内外で石炭火力のリプレースや新増設を推進

する方針を継続している。 

しかし、石炭火力は，二酸化炭素の排出量は天然ガスの約２倍にも及ぶエネル

ギーである。 

世界の平均気温を産業革命前と比べて２℃未満の気温上昇に抑え，１．５℃以

内にとどめるよう努力するとのパリ協定の目標を実現するには，今世紀後半まで

に二酸化炭素の排出を実質ゼロにしなければならない。そのためには、第５次エ

ネルギー基本計画で、石炭火力からの脱却を明確に位置付けるべきである。 

 

４ 再生可能エネルギーの目標引上げと導入推進策について 

（１）再生可能エネルギーの比率引上げ 

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の報告によれば，２０１５年に導入された設

備からの発電量は９０％以上が再生可能エネルギーであった。パリ協定の下，

企業や自治体では，さらに，再生可能エネルギー１００％への動きが高まって

いる。 

我が国は再生可能エネルギーの賦存量に恵まれた国であり，環境省の２０１

５年調査報告書によれば，現状の電力需要を前提としても，２０３０年に再生

可能エネルギーの割合を発電電力量の２４％～３５％とすることは可能とさ

れている。 

我が国でも，２０５０年までに温室効果ガスの排出量を８０％削減するとの

長期目標を整合的に達成するためには，２０３０年の再生可能エネルギー導入
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目標の大幅な引上げと実現のための適切な政策が必要である。 

ところが、第５次エネルギー基本計画案では，再生可能エネルギーの「主力

電源化を目指す布石を打つ」との記述が盛り込まれているが，２０３０年の電

源構成に占める再生可能エネルギーの割合は，２０３０年エネルギーミックス

で示された２２～２４％のままであり，２０５０年の目標も示されていない。 

（２）再生可能エネルギーの導入促進のための制度改革 

国内に充分な賦存量を有する国産エネルギーである再生可能エネルギーこ

そ，苛酷事故のリスクもなく，地政学的な影響も受けにくい，安価で安全で安

定した電源となり得るものである。 

したがって、再生可能エネルギーの系統への接続を優先するなど，再生可能

エネルギーを拡大するための方策を広く活用すべきである。  

とりわけ，発送電の分離については法的な分離では不十分であり，所有の分

離を原則とするべきである。その上で，ベースロード電源市場や容量市場とい

った市場ではなく，公正な電力取引市場を整備し、太陽光や風力などの再生可

能エネルギーを優先的に利用することは，経済的合理性にも適合する。 

また，既存送電網を有効活用し，最大限再生可能エネルギーの接続を可能と

するよう速やかに運用を改めるとともに，地域分散型再生可能エネルギーの最

大限の利用に向けた送電網整備については，検討ではなく，早急に計画を具体

化するべきである。 

そして、再生可能エネルギーの新規参入の足かせとなっている電力系統線の

増強・接続費用については，情報公開を徹底し，枝線を除いては利用者負担と

すべきである。 

 

５ 省エネの位置付けの強化及び野心的な炭素の価格付け政策について 

  省エネ対策は、単に他のエネルギー源と並列するのではなく，エネルギー供

給に優先して省エネを位置付け，これを推進するべきである。 

国内排出権取引制度や炭素税の導入は省エネのための積極的な経済的イン

センティブとして有効である。発電所や一定規模の排出量を有する大規模工場

等については，早急に義務参加型キャップ＆トレード方式の国内排出権取引制

度を導入し，事業者に当該業種トップ水準のエネルギー効率に移行する省エネ

を促すとともに，気候変動対策として実効性のあるものにするため適切な炭素

税を策定するべきである。 

 

以 上 

 

 

 

 


